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一般社団法人 飯田法人会（題字　大田中峰雄会長　筆）

2026・1
冬 Winter

異業種交流のできる団体

　弁護士相談は費用が心配と心配ごとを

抱え込んでいませんか？まずは、飯田法

人会の無料相談をご利用ください。弁護

士に相談すれば、悩んでいたことが３０

分の相談で解決することもあります。複

雑な問題も解決策が見つかります。法人

会会員企業の経営者も従業員も対象で

す。お気軽にご利用ください。法人会事

務局を通じてお申し込みをいただかない

と、一般料金となりますのでご注意くだ

さい。

顧問弁護士無料相談制度

再生紙と大豆インキを使っています。
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総会の日程が決まりました。詳しくは１２ページへ

謹
賀
新
年

謹
賀
新
年



2

法 人 会 報　令和 ８ 年 １ 月 23 日 第 164 号　

令和８年　新年のご挨拶令和８年　新年のご挨拶

　令和８年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上
げます。
　一般社団法人飯田法人会の皆様におかれましては、健や
かに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中、大田中会長をはじめ役員並びに会員の皆様方に
は、「税のオピニオンリーダー」として法人会活動及び企業
活動を通じて、添付書類を含めたｅ‐Ｔａｘの普及、キャッシュ
レス納付の利用拡大に向けた取組のほか、会員ニーズに即
した税制改正説明会等の開催、租税教室への講師派遣、
税に関する絵はがきコンクールの実施など租税教育事業に
も意欲的に取り組まれており、こうした貴会の活動に対しま
して、深く敬意を表しますとともに、税務行政に深いご理解
と多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。私どもとい
たしましても、貴会との更なる連携と協調を図ってまいりた
いと考えております。
　さて、本年は明治２９年（１８９６年）に税務署制度が発足
してから１３０年の節目の年となります。また、今年の干支
である午年は変化を象徴する年とも言われます。この一年、
税務署では、７月に関東信越国税局管内の全ての税務署
において内部事務センター化の運用が開始され、さらに、
９月には新たな国税総合管理システムの導入とともに、各
種申告書、申請・届出書や法定調書等の様式改訂も予定
されているなど、まさしく大きな変革を伴う年となります。
　我々職員一同、こうした節目と変革に当たり改めて身を引
き締めるとともに、税務行政の目指す将来像に向けて、納
税者サービスの充実、国税の適正かつ公平な賦課・徴収
の実現及び行政事務効率化の推進など、各種取組をより一
層進めてまいる所存であります。
　税務行政が直面する様々な課題に取り組むに当たって
は、私ども行政のみでは自ずと限界があり、関係民間団体
の皆様のお力添え無くしては難しいものと考えております。
貴会の皆様方には、何とぞ税務行政のよき理解者として変
わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに、新しい年が一般社団法人飯田法人会にとりま
して更なるご発展の年となり、また、会員皆様方のご健勝
並びに関係企業の益々のご繁栄を心から祈念申し上げまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　今年は午年に当たります。干支の中でも活発でエネルギッ
シュな印象をもつ「うま年」はスピード感や行動力を象徴
する年といわれております。「跳ねる」「駆ける」「達成する」
がキーワードです。「うま」にあやかって飛躍の年になれば
と期待します。
　法人会は昨年会員の皆様方のご協力により大過なく事業
を遂行できましたことに感謝申し上げます。今年もより一層
地域の皆様に信頼される団体として努力してまいる所存で
す。皆様方のご支援・ご指導の程よろしくお願い申し上げ
ます。
　昨今、全世界的に自然災害が発生しており、感染症も含
めて自然界から人類への警告と考えます。また各地におい
て紛争が起こっております。平穏な一年であれと願うばか
りです。
　さて、当地域ではリニア中央新幹線の開通が期待されて
おりますが、開通の目処が立っていません。静岡県知事が
変わり南アルプストンネルの工事着工を期待します。また、
三遠南信自動車道も少しずつではありますが進んでいると
思いますが、どちらも当地域にとって人的交流のみならず
地域の街づくりにもかかわる重要なインフラです。早期実
現を期待するところであります。人口が減少している地域で
はありますが、飯田市は１０万都市の中でも住みたい街ラ
ンキングで全国トップであります。今後の発展に向けて地
元に根を張る私たちは今まで以上に強みを磨く必要があろ
うかと思います。
　法人会は税知識の普及・提言はもとより、企業の発展を
応援すべく相談事業・講演会・勉強会等多くの事業を行っ
ております。社会のデジタル化の普及と共に国も税務行政
も一変しました。大きく変わる社会情勢に対応すべく私共
もスピード感をもって対応していく所存であります。皆様方
のご協力を切にお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。今年もよろしくお願い申し上げます。

飯田税務署長　　　
小　野　　　隆

一般社団法人 飯田法人会　
会 長 大田中　峰　雄
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税務署だより税務署だより
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第４１回法人会全国大会（高知大会）が開催されました

　税務行政に協力した功績を称えられ当法人会より赤羽
宏文氏と久保田浩和氏が「県税功労者知事感謝状」を受
彰され、合同庁舎で １１ 月 １２ 日、南信県税事務所飯田事
務所長 小田中真氏より伝達されました。

【赤羽宏文氏役員歴】
平成 ２３ 年～ ２７ 年	 本会理事
平成 ２７ 年～ ２８ 年	 本会常任理事
平成 ２８ 年～現在	 副会長・総務委員長

【久保田浩和氏役員歴】
平成２５年～令和３年	 本会理事・研修委員
令和３年～現在	 本会理事・総務副委員長

　令和７年度飯田税務署納税表彰が、１１ 月 １３ 日に飯田
税務署で行われました。税務関係団体の要職にあって申
告納税制度の普及発展に努め、納税道義の向上に顕著な
功績のあった方に対する税務署長彰を、当法人会から下原
賢市氏と塚平一人氏が受彰されました。

【下原賢市氏役員歴】
平成２９年～令和３年	 本会理事
平成２９年～現在	 研修委員
令和３年～現在	 本会常任理事・西部支部長

【塚平一人氏役員歴】
平成２３年～２５年	 青年部幹事
平成２５年～令和３年	 本会理事
平成２５年～現在	 広報委員　
平成２５年～平成２８年	 青年部副部長
平成２８年～令和２年	 青年部長
令和３年～現在	 常任理事

表　　彰表　　彰
県税功労者表彰

副　会　長 赤　羽　宏　文　氏
理　　　事 久保田　浩　和　氏

飯田税務署長納税表彰
常任理事 下　原　賢　市　氏
常任理事 塚　平　一　人　氏

ご功績に感謝と敬意を表し心よりお祝い申し上げます。

　公益財団法人
全国法人会総連
合が主催する、
法人会全国大会が
１０月１６日（木）、
高知市の「高知県
立県民文化ホー
ル」を主会場に

全国より約１６００名の参加を得て盛大に開催され、飯田
法人会からは大田中会長、加藤副会長、大蔵事務局長の
３名が参加しました。
　主な内容は以下の通りです。

【第１部　記念講演】

　講　師　都築　冨士男 氏（元ローソン・ジャパン社長、
　　　　　都築経営研究所代表取締役）
　演　題　『変化の時代の経営、危機をチャンスに』

【第２部　式　　典】

　開始に先立ち、よさこい演舞の披露があり、続いて式
典となりました。
　来賓として官公庁から江島国税庁長官、西森高知県副
知事、桑名高知市長を始め多くの方々を迎え、また、友

誼団体、厚生事業協力団体からも多数列席いただき盛大
に開催されました。
　式典では、国歌に続き主催者である山元高知県法人会
連合会会長、斎藤全国法人会総連合会長の挨拶に続き、
来賓の皆様からの祝辞をいただき、続いて会員増強、福
利厚生制度推進等に顕著な成果を上げた県連への表彰が
行われました。最後に「中小企業の活性化に資する税制
措置」「事業承継税制の拡充」等を中心とする大会宣言
を採択し、盛会のうちに終了しました。

【第３部　懇親会】

　当会は例年通り、友好法人会である茂原法人会と交流
会を行いました。

令和８年度税制改正スローガン

　○社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要
　　将来世代にツケを回さない仕組み作りを！
　○「金利のある世界」への回帰を踏まえ、金融市場の
　　動揺を招かない財政運営を！
　○企業への過度な社会保険料負担を抑制し、中小企業
　　の活性化に資する税制措置を！
　○本格的な事業承継税制を確立し、地域経済と雇用の
　　担い手の中小企業を守れ！

赤羽さん赤羽さん 下原さん下原さん久保田さん久保田さん 塚平さん塚平さん
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　毎年、全国法人会総連合
では、全国の各地法人会の
税制改正要望事項を取りま
とめ、公平で健全な税制の
実現のため、政府や関係省
庁・地方自治体などに建設

的な提言や要望活動を行っております。
　飯田法人会では、税制委員会で素案を作成した「税制
改正要望案」を理事会で審議承認し、通常総会での報告
を経て、飯田法人会の要望として県連へ送付しています。
同様に全国各地法人会からの要望が各県連を通じ全法連
へ送られます。
　本年度も、これらをまとめた「令和８年度税制改正に
関する提言」　と税制改正スローガンが、高知市で開催
された法人会の全国大会において採択されました。
　この結果を受け、飯田法人会では、全国の各法人会と
足並みを揃え、１１月から「令和８年度税制改正に関す
る提言」活動を地元選出国会議員と各自治体向けに実施
し、提言書掲載各項目への対応の要望を行いました。

【令和８年度税制改正スローガン】
〇社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要
　将来世代にツケを回さない仕組み作りを！
〇「金利のある世界」への回帰を踏まえ、金融市場の動
揺を招かない財政運営を！
〇企業への過度な社会保険料負担を抑制し、中小企業の
活性化に資する税制措置を！
〇本格的な事業承継税制を確立し、地域経済と雇用の担
い手の中小企業を守れ！

国会議員に対する提言活動実施報告書（国会議員対象・単位会用）国会議員に対する提言活動実施報告書（国会議員対象・単位会用）

地方自治体に対する提言活動実施報告書（地方自治体対象：単位会用）地方自治体に対する提言活動実施報告書（地方自治体対象：単位会用）

提　言　活　動　先 提言活動実施者
提言活動

実施日
提言活動方法
( 持参／郵送 )議 員 名 選 挙 区 所属党名

面接者氏名・役職
（持参の場合）

県連・単位会名／
同役職

氏　名

福田淳太 長野５区 立憲民主党 福田淳太 飯田法人会会長 大田中峰雄 ７年１２月２２日 持　参

提　言　活　動　先 提言活動実施者
提言活動

実施日
提言活動方法
( 持参／郵送 )対象

自治体名
対象者の

役職名
面接者（持参の場合）

県連・単位会名／同役職 氏　名
面接者の役職名 面接者の氏名

阿智村 村長・熊谷秀樹 商工観光課長 井原祐次 西 部 支 部 事 務 局 長 清水衆一 ７年１１月１７日 持　参

平谷村 村長・西川清海 総務課長 塚田賢一 西 部 支 部 事 務 局 二木茂安 ７年１１月１９日 持　参

根羽村 村長・大久保憲一 振興課長 前田千穂 西 部 支 部 事 務 局 吉澤正幸 ７年１１月１９日 持　参

阿南町 町長・勝野一成 住民税務課長 伊藤　恒 阿南・売木支部事務局長 成瀬　広 ７年１１月１９日 持　参

売木村 村長・清水秀樹 総務課総務係 吉村　俊 阿南・売木支部事務局 淺岡スエ ７年１１月２１日 持　参

下條村 村長・金田憲治 村　　　長 金田憲治 下 條 支 部 長 仲川正博 ７年１１月２７日 持　参

松川町 町長・北沢秀公 町　　　長 北沢秀公 松 川 支 部 長 松下英樹 ７年１１月２７日 持　参

高森町 町長・壬生照玄 町　　　長 壬生照玄 高 森 支 部 長 廣瀬芳徳 ７年１１月２８日 持　参

天龍村 村長・永嶺誠一 住民税務課 藤澤久美 天 龍 支 部 長 福士和成 ７年１２月５日 持　参

喬木村 村長・市瀬直史 村　　　長 市瀬直史 喬 木 支 部 長 宮下孝行 ７年１２月１２日 持　参

飯田市 市長・佐藤　健 市　　　長 佐藤　健 飯 田 法 人 会 会 長 大田中峰雄 ７年１２月２２日 持　参

大鹿村 村長・熊谷英俊 村　　　長 熊谷英俊 大鹿支部長・副支部長 吉野君一・小澤　悟 ７年１２月２４日 持　参

泰阜村 村長・横前　明 税　務　係 岡本美吹 泰 阜 支 部 事 務 局 松本奈々 ７年１２月２５日 持　参

豊丘村 村長・下平喜隆 村長・副村長 下平喜隆・菅沼康臣 豊 丘 支 部 長 片桐　明 ８年１月６日 持　参

「令和８年度 年度税制改正に関する提言」活動を実施「令和８年度 年度税制改正に関する提言」活動を実施
各支部で地元市町村に各支部で地元市町村に

喬木：宮下支部長と市瀬村長喬木：宮下支部長と市瀬村長

高森：壬生村長と廣瀬支部長高森：壬生村長と廣瀬支部長 豊丘：下平村長と片桐支部長豊丘：下平村長と片桐支部長

福田議員と大田中会長福田議員と大田中会長

飯田市：佐藤市長と大田中会長飯田市：佐藤市長と大田中会長
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第１０回「絵はがきコンクール」優秀作品表彰と展示
飯
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　当会女性部（小林美佐部長）は、第１０回「税に関する絵はがきコンクール」を実施しました。年度初め
に飯伊地域全小学校へ応募用紙配布を行い、今年度は６校より総数７１枚の応募がありました。
　１０月７日には飯田税務署、女性部役員、事務局、そして今回初めて専門家のご意見をお伺いするため、
一般社団法人日本画院理事の櫻井雅子さんをお迎えして、選考会を開催しました。「アイデアの良さ、緻
密な描写、キャッチコピーのわかりやすさ」など、様々な観点により厳正なる選考の結果、優秀作品とし
て３作品が選ばれ、「税を考える週間」（１１／１１～１７）中、イオンアップルロード店にポスターや作文と
共に展示され、その後もキラヤ高森店、ピア店、松川店に展示され、税の大切さをアピールしました。
　優秀作品の皆さんには、記念品、賞状、作品ホルダーと図書カードなどを贈呈し、応募者全員にも記念
品を各学校宛てに送付しました。
　優秀作品は税務署の協力をいただき、確定申告の時期に合わせて申告会場への展示を予定しています。
　また、１１月４日には追手町小学校へ、１１月６日には阿智第一小学校へ表彰にお伺いしました。

飯
田
法
人
会
長
賞

阿
智
第
一
小
６
年
　
佐
々
木
颯そ

う

大た

さ
ん

税に関するポスター・作文・標語優秀作品表彰税に関するポスター・作文・標語優秀作品表彰

飯
田
法
人
会
女
性
部
長
賞

追
手
町
小
６
年
　
小
倉
　
詩し

月づ
く

さ
ん

飯田法人会飯田支部長賞
上郷小学校６年
岩崎　慧吾 さん

　令和７年度飯田市租税教育推進協議会（税務官庁、税務関係団体、教育関係者）総会が１２月２日飯田市
役所において開催されました。
　私たちの暮らしを支えている税に関する知識、
意義、役割を正しく知ってもらう機会として、小
中高校生を対象に「税に関するポスター・作文・
標語」作品を毎年募集しています。
　定期総会に引き続き、応募作品の中から選ばれ
た優秀作品について、飯田税務署長賞・飯田市長
賞をはじめ、各団体から表彰を行いました。
　飯田法人会は、同協議会が募集する「ポスター
の部」で、飯田支部長賞を授与しました。
　この租税教育推進協議会は、郡下の各町村にも
組織されており、この時期同様に総会と募集した
税に関する優秀作品の表彰式が行われました。

ポスター

１１１１//４４　追手町小　追手町小 １１１１//６６　阿智第一小　阿智第一小
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令和７年度 各租税教育推進協議会法人会関係受賞者名簿

【
ポ
ス
タ
ー
】

租推協名 賞　　　名 学　校　名 学年 氏　名

飯田市 一般社団法人飯田法人会飯田支部長賞 上郷小学校 ６年 岩
いわ

崎
さき

　慧
けい

吾
ご

松川町 一般社団法人飯田法人会松川支部長賞 松川北小学校 ６年 大
おお

場
ば

　遥
はる

翔
と

高森町 一般社団法人飯田法人会高森支部長賞 高森南小学校 ６年 松
まつ

下
した

　樹
たつ

生
き

豊丘村 一般社団法人飯田法人会豊丘支部長賞 豊丘南小学校 ６年 清
し

水
みず

りんか
阿南町 一般社団法人飯田法人会阿南売木支部長賞 富草小学校 ６年 南

みなみ

島
しま

　陽
ひな

太
た

売木村 一般社団法人飯田法人会阿南売木支部長賞 売木小学校 ６年 遠
とお

山
やま

あさほ
泰阜村 一般社団法人飯田法人会泰阜支部長賞 泰阜小学校 ６年 長

おさ

原
はら

　暖
はる

馬
ま

【
絵
は
が
き
】

租推協名 賞　　　名 学　校　名 学　年 氏　　名

阿智村 一般社団法人飯田法人会長賞 阿智第一小学校 ６年 佐
さ

々
さ

木
き

颯
そう

大
た

飯田市 一般社団法人飯田法人会女性部長賞 追手町小学校 ６年 小
お

倉
ぐら

　詩
し

月
づく

飯田市 飯田税務署長賞 追手町小学校 ６年 阿
あ

部
べ

　水
み

柚
ゆう

１０／２４　天龍支部　

１２／４　下條支部　

１１／１３　阿南・売木支部　
１１／６　高森支部

新設法人説明会開催報告

税務研修会 税制改正について

講師：飯田税務署　　吉村総括官　参加者８名　

　懇親会は、昼神荘で会員４名、法人会石井元会長、
大同生命所長、推進員２名、税務課長参加で懇親を
深めました。

税務研修会　年末調整について

講師：飯田税務署　　吉村総括官　参加者１４名

　懇親会　研修会参加者に加え、大同生命所長、税
務課長参加で懇親を深めました。

高森支部の環境美化事業

購入した会員数２０会員　出労した支部役員数７名

　高森支部は会員数１３３会員、役員１２名です。事業
の中心は、会員に正しい税の知識を身に着けていた
だくための税務研修会の開催（「研修事業」）ですが、
その他に、会員相互の親睦を深める事業（「会員親睦
ゴルフ事業」）や、会員企業がパンジーやビオラでお
客様や取引先の方を心和ませ気持ちよくお迎えでき
るように有料頒布する事業（「環境美化事業」）を実
施しています。役員１２名を３人づつ「研修事業担当」
「会員親睦ゴルフ事業担当」「環境美化事業担当」に
それぞれ担当分けをして事業にあたっています。
　令和７年度の「環境美化事業」は令和７年１１月６日
（木）に、高森町商工会地下駐車場を会場にして実施
しました。毎年この事業は、高森町商工会との共催事
業として実施しています。当日は、環境美化事業担当
役員だけではなくその他の支部役員の協力も得て、７
名の支部役員が、来場した会員２０名が自分の好きな

色のパンジーやビオラを選び、段ボール箱に入れる介

モルック大会　参加者７名

　大同生命板倉所長にも参加していただき、３チー
ムに分かれ競技を行いました。普段見られない姿が
新鮮でした。

助をしてくれました。
　秋から冬にかけて可憐な花
を咲かせるパンジーとビオラ
が、会員企業の環境美化に一
役かってくれることでしょう。

　１０月２１（火）に飯田税務署にて新設法人説
明会が開催され、６社８名が参加されました。
当日は、榊原組織委員長より、法人会活動内容
やＰＲ、加入するメリットについて説明を行い
ました。
　また、参加された法人のうち１社にご加入い
ただきました。今後も、法人会の魅力を伝える
機会づくりに努めてまいります。

支部だより
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社労士コラム

ちょっとお耳を 2026年、労働基準法、
　　　40年ぶりの大改正‼
2026年、労働基準法、
　　　40年ぶりの大改正‼
2026年、労働基準法、
　　　40年ぶりの大改正‼
2026年、労働基準法、
　　　40年ぶりの大改正‼

　代表的な項目に絞り、１６４号と１６５号の２回に渡ってダイジェストで解説致
します。
　今回の改正は、長時間労働の是正や休日・休息の確保など、これまでの働き
方改革がさらに推進されて、グッと充実した内容になっています。

①１３日を超える連続勤務の禁止　

　休日に関して、改正される前までの法律では、「変形休日制」とも呼ぶべき
“奇妙な特例”がありました。「４週間を通じて、とにかく４日以上の休日を与
えれば、違法ではない」というものです。しかし、違法でなくてもなんらかのトラブルに発展する恐れのあ
る危険な問題を内包していました。端的に言いますと、「何日までなら労働者を連続して働かせても良いが、
それ以上はダメだ！」という、明確な「連続勤務日数の上限」が決められていなかったのです。それでは、
これからの時代にマッチしませんし、「働き方改革」を前に進めていくことにはなりません。そこで、今回
はこの点に焦点があてられ、長年の闇を破って、ようやく改正に至ったのです。
　実は、令和の時代に至っても宿泊施設などの観光業を筆頭にして、様々な業種で、依然として根強く残っ
ていたこの「４週４日の変形休日制なる特例」は、はっきり言って、労使間において、「信頼感の欠如を生
む制度」と言えました。この制度、極端なことを言えば、４週間（２８日）のうち、第１週の最初の４日間
を休日と設定した場合、残りの２４日間を労働者に連続勤務させても違法にはならないのです。もちろんそ
の特例を活用してきた使用者側に特別な意図などなく、業務上やむを得ないことだったのでしょうが、長い
過去には、４週４日の休日特例を採用していた会社から、多くの、いわゆる「がんばり屋さん」の社員が忽
然と姿を消していった歴史があるのです。それは、どこの会社にも就業規則の「休日」の次あたりに「振替
休日」という条文があるのですが、私はその「振替休日」という制度に対する理解不足が、そのような“不
幸”を呼び込む原因になっていたのではないかと考えています。
　「振替休日」というのは、事前に労働日と休日を入れ替える（振り替える＝入れ替える）制度です。行政
通達では、「振り替えるべき日は、振り替えられた日以降、できるだけ近接した日が望ましい」とされてい
ます。私は、「可能な限り、同一週内もしくは同一賃金締め切り期間内に付与すべきです。」と、顧問先に対
し、指導してきました。なぜか？…同一週内に振り替えないと、時間外労働割増賃金の関係で、トラブル発
生の確率がグンと高まるからです。
　しかし、世の中の現実は厳しいものでした。長い歴史の中で、こんなケースが多々発生したのです。…「大
切な宝物の家族のために」と当てにしていたロマンチック・ホリデイを一週目に休日を与えてもらえずに、
当てにしていた幸せな時間をかき消された場合、そのがんばり屋さんの社員は、二週目に会社から「明確な
振替休日の伝達」がなされ、しかも確実に実行されてこそ、信頼感を持ち直すことが出来たし、気を取り直
すことが出来たし、なんとか踏ん張ってその会社に踏みとどまる気持ちになれたのです。それが、ズルズル
と振替休日が付与されないままで時が経過してしまいました。たとえ事業運営上どんなやむを得ない事情が
あったにせよ、自分の会社のためにがんばって働いてくれている社員が心身共に憔悴・疲弊しきるまで振替
休日を先延ばしするなどということは、許されるものではありません。そんな労働環境に悪影響を及ぼすよ
うな休日制度がこの先も続いていくことは、決して好ましくありません。

上
うえ

杉
すぎ

信
しの

夫
ぶ

（飯田法人会会員）
特定社会保険労務士
MBA経営学修士
明治大学大学院卒

（経営学研究科博士前期課程）
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　そんな訳で、これは、そのような長期間の連続勤務を防ぐことを目的とした改正です。それから１３日と
言う日数には、明確な根拠があります。これは「１３日を超える連続労働をさせると、労働者に係る負荷が、
健康を著しく害する程に重篤なものになってしまう」というデータに基づくものです。要は、「連続した勤
務日数が１３日を超えないように管理することが義務化」されたのです。これからは、連続した労働は１３日
が限度、１４日目には、必ず休日を与えなければなりません。

②年次有給休暇の賃金算定方法の見直し

　年次有給休暇を取得した際に支払う一日当たりの賃金について、今までは、①「通常賃金方式」（始業か
ら終業まで、普通にその会社の所定労働時間働いた場合の１日分の支払い額です）②「平均賃金方式」（労
働基準法で定められた解雇予告手当などの金額を算定する時の計算方法です。具体的には、「過去３カ月間
の賃金総額」÷「過去３カ月間の総歴日数」で算定します）③「標準報酬日額方式」（これは、健康保険料
の基準となる標準報酬月額を３０（日）で割った金額です）の３つの算定方法があって、各会社でそのうち
の一つを自由に選ぶことが認められていました。それが、今度の改正で①「通常賃金方式」に統一されたの
です。その理由は、「通常賃金方式」が世間一般で最もわかりやすい基準だからというものですが、本当の
理由はほかにあります。はずされた２つの算定方法のうち、「標準報酬日額方式」は、一カ月の総支給額を、
一カ月の日数を労働日も休日も全部含めた３０日と決めて割りますので、低く設定されてしまうことには違
いありませんが、何と言っても全国的に共通点がある（社会保険の算定）ということで、大方がまあまあ…
しかたがないのかな？と思う向きもありました。
　実は、昔から問題視されてきたのは、「平均賃金方式」なんです。これは、実際に計算してみるとわかる
のですが、特に「日給」や「時給」の場合、「通常賃金方式」と比較して、年休一日分の賃金がグッと減っ
て、低くなってしまいます。フルタイム労働者に対してパートタイム労働者の比率が高い企業がなぜか好ん
で採用するこの年休賃金算定方法は、３カ月間に稼いだ全ての収入額（総支給額）を、３カ月間の所定就労
日数６０日（２０日×３月）で割るのならまだしも、３カ月間総歴日数の９２日で割って、年次有給休暇一日分
の賃金を算出することになりますから、それは当然、グンと少なく（低額に）なってしまうわけですね。今
回、外されて当然です。

③副業・兼業者における割増賃金の通算廃止

　今までは、副業や兼業をしている労働者につきましては、（雇用する企業側が）複数の会社で働いた労働
時間を通算して、その上で、法定労働時間８時間を超えた分につき、割増賃金を計算して（自分の会社で）
支払うことになっていました。
　しかし…実際に副業・兼業者を受け入れる（雇用する）側の経営者の方たちにとってみれば、この「よそ
の会社との通算ルール」は、心理的圧迫感さえ受ける、誠に厄介なシロモノだったのです。まさに人手不足
で困っている会社にとっては、雇用をしたくてもつい躊躇してしまう、一種の“障壁”とも言えました。過
去に「よその会社との通算管理をするなどということは、制度が複雑なために事務的な負担と心理的な圧迫
感が大きく、納得がいきません。はっきり言って抵抗を感じます！」と訴えた経営者は、引きも切らず、いっ
ぱいいました。ですから、自社だけの勤務時間だけを基準にして割増賃金を判断すれば良くなった今度の改
正が、人手不足がますます激しくなると予想される今年の２０２６年に実施されるのは、まことにタイミング
が良く、少しでも人手不足を解消する上で、適切なものと言えます。
　今回はここまでです。
　次号で④週４４時間特例の廃止、⑤法定休日を事前に特定する義務⑥勤務間インターバル制度について触
れてみたいと思います。
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部会だより

第39回 法人会
全国青年の集い山梨大会

　青年部長　稲垣　洋一
青年部

長野県連
女性部合同例会参加女性部

　今年度県連女性部
合同例会が長野で開
催され、５名が参加
しました。
　１部セミナーで
は、徹子の部屋にご
出演経験のある岡学

　令和７年１１月２０日（木）
から２１日（金）にかけて、
山梨県甲府市にて「第３９
回 法人会全国青年の集い 
山梨大会」が開催されま
した。全国から約１，９００名
の青年部会員が集まり、私どもも参加の機会をいただき
ました。今年の大会スローガンは「人は石垣 人は城 ～
光り輝く未来のために～」。山梨らしい温かい歓迎のも
と、未来を担う青年経営者が学びと交流を深める充実し
た２日間となりました。
　大会初日には、租税教育活動の事例発表で、各団体が
地域の子どもたちや企業と連携しながら取り組んできた
工夫が紹介されました。又、「健康経営」の取組み発表
では、社員の健康づくりに積極的に取り組む事例が発表
され、青年経営者としての社会的使命と役割を改めて再
確認する時間となりました。

園トータルデザインアカデミー校長　岡　正子さんがカ
ラーチャート表から自分の好む色と気分をあげる色につ
いて分かりやすい説明があり、長野女性部員モデルお二
人の先生コーディネートによる装いが写しだされ、さら
にご本人登壇で会場は大盛況でした。
　２部の懇親会では各会からの手土産大抽選会が行われ
ました。
　残念ながら飯田には当たりませんでしたが、新しい企画が
とても新鮮で楽しいひ
と時を過ごすことが出
来ました。
　長野法人会の皆様
のご尽力に心より感
謝申し上げます。

　２日目に全国の青年部会長らがテーブルに分かれて
テーマごとに議論を行う「円卓会議」からスタートしま
した。今年のテーマは「租税教育活動」と「健康経営」で、
各地の取り組みや課題が率直に語られ、活発な意見交換
が展開されました。地域ごとに異なるアプローチや成功
事例を直接聞くことができ、自分たちの活動へのヒント
が数多く得られました。
　式典では、主催者から青年部への期待が述べられると
ともに、多彩な活動を続けてきた団体への表彰が行われ
ました。続いて開催された懇親会では、山梨の食文化を
楽しみながら全国各地の会員との交流が深まり、普段は
得られない視点や人脈を築く貴重な場となりました。
　今回の山梨大会への参加を通じ、全国の仲間と共に学
び、語り合うことで、青年部としての使命感を一層強く感
じる機 会となりました。
得られた知見やネットワー
クを、今後の地域活動や
会の運営にしっかりと活
かし、より良い地域づくり
に貢献してまいります。

　法人会アンケートで、多数の継続希望があった「年末
調整研修会」を１１月１１日（火）午前１０時からと午後２
時からエスバードで開催しました。（午後から会場とオ
ンライン配信のハイブリッド方式）
　たくさんの申し込みをいただき、会場は、午前８９名、
午後１００名、計１８９名が受講され、オンラインには１１６
名の参加がありました。
　講師に、関東信越税理士会派遣税理士 楯 経世 税理士
をお願いしました。ポイントを絞った説明が聞きやす

かった。実務的で分かりやすかった。という感想が圧倒
的に多く、大変好評な研修会になりました。
　一方で、もう少し早めの開催を望む声も一定数あり、検
討したいと考えていま
す。今後もハイブリッ
ド方式での研修会を
開催予定です。ぜひ
多くの皆様のご参加
をお待ちしています。

年末調整研修会開催年末調整研修会開催
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要チェック

―― 新春経済講演会  新春経済講演会 ――
開催日時：２月３日（火）１５：００～１６：３０
会　　場：シルクホテル（飯田市錦町１－１０）
講　　師：法学者　谷口　真由美 氏
内　　容：おばちゃん目線で考える日本の未来
定　　員：１２０名
※詳細と申込は同封ご案内ちらし参照

女性部税務署長講話女性部税務署長講話
開催日時：２月４日（水）１０：３０～
講　　師：飯田税務署長　小野　隆　氏
会　　場：ビーラクスマツカワ
※女性部会員も同時募集中！
※講話の聴講はどなたでも歓迎します。事務
局までお申し込みください。

決算法人説明会決算法人説明会
開催日時：３月１８日（水）
　　　　 １４：００～（Ｗｅｂ併設）
会　　場：南信州・飯田産業センター

エス・バード
対　　象：４・５・６月決算法人
講　　師：飯田税務署担当係官・税理士
内　　容：「決算と申告の注意事項」　 
　　　　「調査指導から見た注意点」等
☆受講には事前申し込みが必要です。
会員には受講証シール（オレンジ）をお渡し
します。

第４１回　飯田支部通常総会
開催日時：５月２０日（水） １４：００～
会　　場：シルクホテル
記念講演会講師：航空・旅行アナリスト

　鳥海　高太朗 氏
☆航空会社のマーケティング戦略を主研究
に、自らも国内外を巡った経験を基に、「ひ
るおび」（ＴＢＳ）、「羽鳥慎一モーニング
ショー」（テレビ朝日）、などで航空・観光・
宿泊業界を中心に解説

第１４回　本会通常総会
開催日時：６月４日（木） １３：３０～
会　　場：シルクホテル
記念講演会講師：多摩大学客員教授

　河合　　敦 氏
☆教鞭をとる傍ら歴史作家・研究家として数
多くの著作を刊行。「世界一受けたい授業」
（日本テレビ）、「クイズバラエティーＱさま」
（テレビ朝日）など、テレビ出演も多数
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行動する法人会
　全法連では、令和８年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －令和８年度税制改正に関する提言－

Ⓒ（公財）全国法人会総連合　〒160-0002　東京都新宿区四谷坂町5-6　Tel：03-3357-6681　Fax：03-3357-6682　https：//www.zenkokuhojinkai.or.jp/　

税制調査会長 小野寺 五典 氏 財政・金融・
証券関係団体委員長　塩崎 彰久 氏 他  氏 他

 氏 他 氏 他  氏 他

　税制調査会長　 梅村 　聡

11月13日 税制調査会ヒアリング 11月26日 財政・金融部会団体ヒアリング 11月17日 税制調査会ヒアリング

重徳 和彦 財政・金融部会長 杉 　久武税制調査会長　 税制調査会長

12月4日 11月17日 11月13日

片山 さつき 氏 

古川 元久

財務副大臣財務大臣 舞立 昇治  氏 　厚生労働副大臣 長坂 康正 氏

12月10日 表敬訪問 10月14日 10月22日
長　官 江島 一彦 氏 次　長 田原 芳幸 氏 
課税部長 高橋 俊一 氏 

長　　　　官 山下 隆一  氏 
事業環境部長 坂本 里和  氏 自治税務局長 寺﨑 秀俊  氏 

11月4日 11月12日 予算・税制等に関する政策懇談会 11月28日 税制調査会ヒアリング
自 由 民 主 党 自 由 民 主 党 日 本 維 新 の 会

立 憲 民 主 党 公 明 党 国 民 民 主 党

財 務 省 財 務 省 厚 生 労 働 省

国 税 庁 総 務 省 中 小 企 業 庁

左から飯野税制委員長、小野寺税制調査会長、
田中専務理事

左から田中専務理事、丸山税制副委員長、
舞立財務副大臣、飯野税制委員長

左から長坂厚生労働副大臣、飯野税制委員長、
丸山税制副委員長

左奥から高橋課税部長、江島国税庁長官、田原次長
右奥から飯野税制委員長、斎藤会長、田中専務理事

左から田中専務理事、寺﨑自治税務局長、
飯野税制委員長、丸山税制副委員長

左から坂本事業環境部長、 田中専務理事、丸山税制副委員長、
山下中小企業庁長官、飯野税制委員長

左から片山財務大臣、池田筆頭副会長
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広報委員長・棚田　稔
副 委 員 長・木下裕介
副 委 員 長・小林亮夫
委　　　員・塚平一人・熊谷　弘・中島律子
　　　　　・中島　隆・鈴木健太郎

　パンダは１９７２年に初めて日本に来ました。てっきり中国が日中国交正常化の
証としてパンダを日本に贈呈してくれたと思っていたら、レンタルでした。基本
レンタル料：成獣ペアで年約１００万ドル（約１．５億円）、赤ちゃんパンダが生まれ
たら：追加料金年約４０万～６０万ドル（１頭）、餌代：数千万円（１頭）、人件費・
光熱費：数千万円、万が一死なせた場合：約５０万ドル（約７５００万円）。因みにラ
イオン１頭だと年間にかかるのは約１００万円～２５０万円だそうです。
　高市政権下で、日中関係の雲行きが怪しい中、中国はパンダを返せというし、
マスコミは日本からパンダが居なくなると国民を煽っています。パンダ外交がパ
ンダ害考です。
　パンダは、経済成長や景気回復、少子高齢化や人手不足の解消をしてくれませ
ん。先ずは、これらを解決してわが国が「強く豊かに」なるパンダ、いやっ番だ！
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